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熊本市農業委員会総会議事録 

 

日時 令和７年１２月８日（月）午後３時００分  

場所 熊本市中央区中央区二の丸 1 番 1 桜の馬場城彩苑多目的交流施設 

 

農業委員２４名 

 1 番 西冨 大二郎    2 番 深水 進       3 番 西村 清敏 

4 番 牧坂 邦夫        5 番 福𠩤 幸一          6 番 葭村 誠一 

7 番 網田 稔       8 番 徳永 芳也       9 番 東 哲治 

10 番 田中 敏郎    11 番 田中 友博       12 番 森山 哲也 

13 番 林田 智博    14 番 谷口 憲治      15 番 坂本 修 

16 番 内田 勤矢    17 番 宮本 淳一      18 番 松田 則康 

19 番  上村 悦美     20 番  福嶋 德行      21 番  上島 惠二 

22 番  木下 三智也   23 番 牧野 正治         24 番 上田 隆幸 
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午後 ３時００分 開会 

 

事務局     それでは、定刻になりましたので、ただいまから熊本市農業委員会

総会を開会いたします。 

        本日の農業委員会総会の出席は、農業委員総数２４名全員出席で、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する定足数に達して

おり、総会が成立しておりますことを報告します。 

        それでは、会長、挨拶をお願いします。 

 

会  長    皆さん、こんにちは。 

        本日はご多用の中、農業委員会総会に出席いただき、誠にありがと

うございます。 

        １２月になりまして、やっと冬らしい気候になってまいりました。

委員の皆様は、師走を迎え大変お忙しい時期とは思いますが、お体に

は十分気をつけていただきますようお願いいたします。 

        それでは、本日の総会は、農地法に基づく許可申請や農用地利用集

積促進計画案などが主な議案となっております。総会の審議がスムー

ズに進行できますよう皆様のご協力をお願い申し上げ、ご挨拶といた

します。よろしくお願いいたします。 

 

事務局     ありがとうございました。 

        総会は熊本市農業委員会総会会議規則第４条に基づき、会長が議長

になり議事の進行を行うこととなっております。 

        それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    それでは、議事に入りますが、議事に入るに当たり、総会次第３の

議事録署名者及び総会書記を指名いたします。 

        本日の議事録署名者には、２０番の福嶋德行委員と２１番の上島惠

二委員を、書記に事務局の堀坂太朗参事を指名いたします。よろしく

お願いいたします。 

        本日の議事は、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請

から第７号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明願までの７

件でございます。 

        議案書の修正がございます。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     議案書の修正をお願いいたします。 

        議案書の目次、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請
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の件数のところでございます。２３件を２１件に、それから同じく第

３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請の件数、２３件を２

２件に、件数の合計のところ１５６件を１５３件に訂正をお願いいた

します。 

        それから、議案書の３ページと４ページ、第１号議案、農地法第３

条の規定に基づく許可申請の１５番と１６番、申請取下げのため斜線

で削除をお願いいたします。 

        もう一つ、７ページ、第３号議案、農地法第５条の規定に基づく許

可申請の１番、申請取下げのため斜線で削除をお願いいたします。 

        以上でございます。 

 

議  長    初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請２１件

でございます。地元委員のご報告に当たりましては、農地法第３条第

２項の判断基準により、地区委員会での協議状況のご報告をお願いい

たします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１番 西冨大二郎委員 

        １番委員、西冨です。 

        １番から５番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報

告いたします。 

        １番は、経営拡張のための所有権移転に伴う申請です。譲受人は養

豚経営を伴う法人で、申請地には許可後、飼料米を作付される計画で

す。また、農地所有適格法人の要件を満たしていることを提出された

資料で確認しております。 

        ２番と３番は関連で、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲

受人は水稲を作付される専業農家で、申請地には今年４月から就農し

た孫とともに水稲を作付される計画です。 

        ４番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は酪農を

営む専業農家で、申請地には飼料用トウモロコシを作付される計画で

す。 

        ５番は、経営拡張のための所有権移転に伴う申請です。譲受人は畜

産業を営む法人で、申請地には許可後、イタリアングラスを作付され

る計画です。また、農地所有適格法人の要件を満たしていることを提

出された資料で確認しております。 

        以上５件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果
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でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番から５番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようでございますので、申請どおり許可することに賛

成の方は挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、６番。 

 

１２番 森山哲也委員 

        １２番委員、森山です。 

        ６番から１２番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ６番は、自家消費のための所有権移転の申請です。譲受人は会社役

員で、申請地には自家消費用として水稲を作付される計画です。譲受

人には、先日の地区委員会に出席していただき、営農計画等の聴き取

りを行ったところ、専業農家の知人に手伝ってもらいながら、農業経

験を積んでいくとのことで、今回の申請については何ら問題ないもの

と判断いたしました。 

        ７番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は水稲、

露地野菜を栽培されている専業農家で、申請地には水稲を作付される

計画です。 

        ８番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、果樹

を栽培されている専業農家で、申請地にはミカンを作付される計画で

す。 

        ９番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、

露地野菜を栽培されている専業農家で、申請地には水稲を作付される

計画です。 

        １０番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲を栽培されている専業農家で、申請地には水稲を作付される計画で
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す。 

        １１番と１２番は関連で、経営拡張による所有権移転の申請です。

譲受人は水稲、露地野菜を栽培されている専業農家で、申請地には水

稲を作付される計画です。 

        以上７件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま６番から１２番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、１３番。 

 

１３番 林田智博委員 

        １３番委員、林田です。 

        １３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １３番は、持分２分の１を妻へ贈与するため、所有権を移転する申

請です。申請人夫婦は、水稲を栽培されている兼業農家で、許可後も

水稲を作付される計画です。 

        以上１件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協

議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１３番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 
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議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、１４番。 

 

２４番 上田隆幸委員 

        ２４番委員、上田です。 

        １４番につきまして、先日の地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        １４番は、経営拡張による所有権移転です。譲受人は水稲、小麦を

作付されており、許可後申請地を水稲の苗床として使用される計画で

す。 

        以上１件、先日の地区委員会において検討した結果、農地法第３条

第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協

議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１４番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、１７番。 

 

１８番 松田則康委員 

        １８番委員、松田です。 

        １７番から１８番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告
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いたします。 

        １７番は、自家消費による所有権移転の申請です。譲受人は実家で

の農業経験があり、申請地にはサツマイモ、トウモロコシを作付され

る計画です。譲受人に先日の地区委員会にご出席をいただき、営農計

画等の聞き取りを行った結果、今回の申請については問題ないものと

判断をいたしました。農業に対しとても積極的で、頑張りますという

ことでありました。 

        １８番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は栗を栽

培されており、許可後は水稲、栗を作付される計画です。 

        以上２件、先日の地区委員会におきまして検討した結果、農地法第

３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であると

の協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１７番、１８番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、１９番。 

 

２１番 上島惠二委員 

        ２１番委員、上島です。 

        １９番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        １９番は、経営拡張のため所有権を移転する申請です。譲受人は水

稲、大根、白菜を栽培される専業農家で、許可後は水稲を作付される

計画です。 

        以上１件、先日の地区委員会におきまして検討した結果、農地法第

３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当なものと

協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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議  長    ただいま１９番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、２０番。 

 

１４番 谷口憲治委員 

        １４番委員、谷口です。 

        ２０番から２３番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ２０番は、使用貸借権を設定し、後継者へ経営移譲される申請です。

借受人は柿、露地野菜を栽培される兼業農家で、申請地には引き続き

柿、露地野菜を作付される計画です。 

        ２１番は、法人設立に伴い、使用貸借権を設定する申請です。貸人

と法人の代表者は親子の関係で、これまで親子間で使用貸借権を設定

しておられましたが、今年６月の法人設立に伴い、権利を設定される

ものです。申請地ではこれまで小松菜を栽培されており、許可後も引

き続き小松菜を作付けされる計画です。 

        ２２番は、自家消費のための所有権移転の申請です。譲受人は所有

する農地で自家消費用の栗を栽培されており、申請地にも自家消費用

として栗を作付される計画です。 

        ２３番は、後継者へ贈与するため所有権を移転される申請です。譲

受人は水稲、梨などを栽培される専業農家で、申請地には引き続き水

稲、梨などを作付される計画です。 

        以上４件、先日の地区委員会におきまして検討した結果、農地法第

３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当なものと

して協議をいたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２０番から２３番について地元委員よりご報告がございま
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したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請４

件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基準

に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１０番 田中敏郎委員 

        １０番委員、田中です。 

        １番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １番は、第３号議案、農地法第５条許可申請の４番と関連で、貸駐

車場、貸資材置場及び通路への転用許可申請です。農地区分は、農業

公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種

農地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討も

されましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定され

ております。 

        土地利用計画は、５条申請を含めた総転用面積２，４４９．０７㎡

を砕石などの資材置場、大型・中型トラック、キャタピラーなどの駐

車場及び通路として整備し、転用者が代表を務める法人へ貸し付ける

計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、排

水計画及び隣接農地への被害防除については問題ありません。 

        しかしながら、申請地は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域です

が、許可の対象であるかどうかが不明であり、農地転用における一般

基準の他法令への許可の見込みがあることが確認できないため、先日

の地区委員会において今回の申請は継続審議とすることが妥当である

との協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、継続
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審議とすることが妥当であると協議結果でございます。この件につい

て何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、継続審議とすることに賛成の方は挙手

をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございます。継続審議とすることに決定いたします。 

        次は、２番。 

 

１１番 田中友博委員 

        １１番委員、田中です。 

        ２番と３番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ２番は、農業用倉庫への一部転用許可申請です。農地区分は、農地

の広がりが１０ｈａ未満の農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、

周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったた

め、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、農地面積１，４８３㎡のうち２１６．２１㎡に農

業用倉庫１棟を建築する計画で、転用面積としては適正なものと判断

されます。資金計画、排水計画及び隣接農地への被害防除については

問題ありません。申請地は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域です

が、盛土により生じる崖の高さは１ｍで規制対象外であることを確認

いたしております。工事期間は令和８年５月３０日までを予定されて

おり、許可後は速やかに着手されることを確認いたしております。 

        ３番は、農業用資材置場及び駐車場への転用許可申請です。農地区

分は、農地の広がりが１０ｈａ未満の農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い第２種農地と判断されます。土地選定に当

たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地が

なかったため申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、転用面積１，５４６㎡に申請人が所有するトラク

ター等の駐車場及び農業用資材置場を整備する計画で、転用面積とし



 

－11－ 

ては適正なものと判断されます。資金計画、排水計画及び隣接農地へ

の被害防除については問題ありません。申請地は盛土規制法の宅地造

成等工事規制区域ですが、盛土により生じる崖の高さは３０ｃｍで、

規制対象外であることを確認いたしております。工事期間は令和８年

６月３０日までを予定されており、許可後は速やかに着手されること

を確認いたしております。 

        以上２件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま２番、３番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、４番。 

 

１４番 谷口憲治委員 

        １４番委員、谷口です。 

        ４番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        ４番は、敷地拡張のための転用申請です。農地区分は、農業公共投

資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と

判断されます。 

        なお、申請地は既に住宅敷地の一部として利用されており、申請人

の亡くなった父親が許可を得ないまま農業用倉庫建築のため敷地を拡

張されたということです。無許可で転用したことについては、今後こ

のようなことがないよう注意する旨の始末書が添付されております。 

        以上１件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討いた

しました結果、立地基準の面、一般基準の面ともに許可条件を満たし
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ており、申請は妥当なものと協議いたしました。ご審議方、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長    ただいま４番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請２

２件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、転用許可基

準に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番は取下げですので、２番、お願いします。 

 

１番 西冨大二郎委員 

        １番委員、西冨です。 

        ２番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ２番は、不動産業等を営む法人が所有権を取得して建築条件付売買

予定地へ転用する許可申請です。農地区分は、市街地化の傾向が著し

い区域内の農地で、上水管、下水管の２種が埋設される沿道の区域で

あって、申請地からおおむね５００ｍ以内に２つの医療施設がある第

３種農地と判断されます。 

        土地利用計画は、建築条件付売買予定地として８区画と新設道路を

整備される計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。開

発許可が必要ですが、集落内開発制度指定区域内で開発行為事前審査

申出済みとのことです。工事期間は令和８年２月１日から令和１０年

３月３１日までの予定で、許可後は速やかに着手されることを確認い

たしております。資力、信用など転用行為の確実性が認められ、また、

周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断されます。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立
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地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの協

議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、３番。 

 

１２番 森山哲也委員 

        １２番委員、森山です。 

        ３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ３番は、幼保連携型認定こども園を営む法人が、農地を所有権移転

し、運動場へ転用する許可申請です。農地区分は、10ｈａ以上の広が

りのある一団の農地の区域内にある第１種農地と判断されます。１種

農地は原則不許可ですが、既存施設面積４，３７３㎡に対し、今回の

申請面積は１，０９８㎡で、不許可の例外規定の既存施設の拡張で、

既存面積の２分の１を超えないものに該当すると判断いたしました。 

        土地利用計画は、園舎の建て替えに伴い、隣接する申請地に運動場

を整備する計画で、転用面積としては適正な面積と判断されます。資

金計画、給排水計画、被害防除については、問題ありません。申請地

は、盛土規制法の宅地造成等工事規制区域ですが、規制対象外である

ことを確認しております。工事期間は令和８年６月３０日までを予定

されており、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議、検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま３番について地元委員よりご報告がございましたが、この
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件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、４番。 

 

１０番 田中敏郎委員 

        １０番委員、田中です。 

        ４番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ４番は、所有権移転による貸駐車場及び貸資材置場への転用許可申

請です。この案件につきましては、隣接する自己所有地も一体で転用

するとして４条許可を同時に申請されましたが、農地転用における一

般基準に適合することが確認できなかったため、継続審議とすること

を決定いただいたものでございます。事業内容につきましては、第２

号議案の農地法第４条許可申請の１番で説明したとおり、本案件につ

きましても、地区委員会において継続審議とすることが妥当であると

の協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま４番について地元委員よりご報告がございましたが、継続

審議とすることが妥当であるとの協議結果でございます。この件につ

いて何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、継続審議とすることに賛成の方は挙手

をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 
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議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございます。継続審議とすることに決定いたします。 

        次は、５番。 

 

１１番 田中友博委員 

        １１番委員、田中です。 

        ５番から７番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        ５番と６番は関連で、医療機関及び社会福祉施設等の経営を行う法

人が所有権を移転し、障害者福祉施設へ転用する許可申請です。農地

区分は、農地の広がりが１０ｈａ未満の農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産性の低い第２種農地と判断されます。土地選定に

当たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地

がなかったため、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、総転用面積２，５６８㎡に木造平家建てのグルー

プホーム３棟を建築される計画で、転用面積としては妥当なものと判

断されます。資金計画、給排水計画及び隣接農地への被害防除につい

ては問題ありません。開発許可が必要となりますが、都市計画法第３

４条第１４号に該当する施設で、開発指導課からの開発行為事前審査

の回答書が提出されております。 

        しかしながら、申請人は隣接地について令和６年９月２０日に駐車

場として転用許可を受けたものの、計画どおりに転用事業を行ってお

らず、農地転用における一般基準の「転用の確実性」が認められない

ため、先日の地区委員会において今回の申請は継続審議とすることが

妥当であるとの協議結果でございました。 

        ７番は、使用貸借権設定による個人住宅への転用許可申請です。農

地区分は、１０ｈａ以上の広がりのある一団の農地の区域内にある第

１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申

請は許可の例外規定の「集落に接続して設置するもの」に該当すると

判断しました。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされま

したが、他に適当な土地がなかったため、申請地を選定されておりま

す。 

        土地利用計画は、転用面積３６０㎡に木造平家建て１棟を建築する

計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給

排水計画及び隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、都市計画法第３４条第１２号に該当する建

物で、開発指導課からの開発行為事前審査の回答書が提出されており
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ます。工事期間は令和８年８月３１日までを予定されており、許可後

は速やかに着手されることを確認いたしております。 

        以上、５番と６番を除く１件について、先日の地区委員会で現地調

査を行い、立地基準の面、一般基準の面を協議、検討した結果、いずれ

も許可基準を満たしており、今回の申請は妥当なものと判断いたしま

した。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま５番から７番までについて地元委員よりご報告がございま

したが、５番と６番については継続審議、７番については許可相当と

することが妥当であるとの協議結果でございます。この件について何

かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございます。５番と６番については継続審議、７番につ

いては許可することに決定いたします。 

        次は、８番。 

 

２４番 上田隆幸委員 

        ２４番委員、上田です。 

        ８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ８番は、不動産売買業を営む法人が所有権移転し、建築条件付売買

予定地とその附帯施設への転用許可申請です。農地区分は、農業公共

投資の対象となっていない１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い

農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定に当たっては、周辺

で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため、

申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、転用面積２，３０５㎡を建築条件付売買予定地９

区画、開発道路、後退道路、ごみ集積所として整備される計画で、妥当

な面積と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防

除とも問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制

度指定区域内で、開発指導課からの事前審査申出書の回答書の写しが



 

－17－ 

添付されております。工事期間は令和９年１２月２０日までの予定で、

許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会での現地調査確認を行い、検討したと

ころ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしてい

るとの協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま８番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、９番。 

 

１８番 松田則康委員 

        １８番委員、松田です。 

        ９番から１３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いた

します。 

        ９番は、個人が所有権を移転し、個人住宅への転用許可申請です。

農地区分は、１０ｈａ以上の広がりのある区域内の農地で、第１種農

地と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、集落に接続して

設置するものに該当し、不許可の例外規定に該当するものと判断され

ます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、

ほかに適当な土地がなかったため申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、申請地に木造２階建て１棟の計画で、妥当な面積

と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも

問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定

区域内で、開発指導課からの事前審査の回答書の写しの添付がされて

おります。工事期間は令和８年１２月３１日までの予定で、許可後、

速やかに着手されることを確認しております。 

        １０番は、個人が所有権移転し、個人住宅への転用許可申請です。
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農地区分は、１０ｈａ以上の広がりのある区域内の農地で、第１種農

地と判断されます。１種農地は原則不許可ですが、集落に接続して設

置するものに該当し、不許可の例外規定に該当するものと判断されま

す。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほ

かに適当な土地がなかったため申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、申請地に木造平家建て１棟の計画で、妥当な面積

と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも

問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定

区域内で、開発指導課からの事前審査の回答書の写しの添付がされて

おります。工事期間は令和８年１２月３１日までの予定で、許可後、

速やかに着手されることを確認しております。 

        １１番は、個人が所有権移転し、耕作用通路への転用許可申請です。

農地区分は、１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地と

判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は不許可

の例外規定の農業用施設の用に供するために行われるものに該当する

と判断しました。 

        土地利用計画は、申請地３０９㎡を農地への乗り入れ通路として利

用する計画で、転用面積は妥当なものと判断されます。資金計画、排

水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。申請地は

盛土規制法の宅地造成等規制区域ですが、盛土は行わないことを確認

しております。工事期間は令和８年３月３１日までを予定されており、

許可後は速やかに着手されることを確認しております。 

        なお、申請地は、既に埋め立てされており、今後は農地法を遵守す

る旨の始末書の添付がされております。 

        １２番は、個人が所有権を移転し、個人住宅への転用許可申請です。

農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低

い農地で、第２種農地と判断されます。土地選定に当たっては、周辺

で代替地の検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため申

請地を選定されております。 

        土地利用計画は、申請地に木造２階建て１棟の計画で、妥当な面積

と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除とも

問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制度指定

区域内で、開発指導課からの事前審査の回答書の写しの添付がされて

おります。工事期間は令和８年６月３０日までの予定で、許可後、速

やかに着手されることを確認しております。 

        １３番は、親子間の使用貸借権設定による個人住宅への転用許可申

請です。農地区分は、１０ｈａ以上の広がりのある区域内の農地で第
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１種農地と判断されます。１種農地は原則不許可ですが、集落に接続

して設置するものに該当し、不許可の例外規定に該当するものと判断

されます。土地選定に当たっては、周辺で代替地の検討もされました

が、ほかに適当な土地がなかったため申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、他地目を含む総事業面積２６９．２１㎡に木造２

階建て１棟の計画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、給排水

計画、隣接農地への被害防除とも問題ありません。開発許可が必要に

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課からの事前審

査の回答書写しの添付がされております。工事期間は令和８年７月３

１日までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しており

ます。 

        以上５件、先日の地区委員会で現地調査を行い、検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

        以上です。 

 

議  長    ただいま９番から１３番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、許可することに決定いたします。 

        次は、１４番。 

 

２１番 上島惠二委員 

        ２１番委員、上島です。 

        １４番から１８番について、地区委員会での協議状況をご報告いた

します。 

        １４番は、建設業を営む法人が所有権を移転し、資材置場へ転用す

る申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。 
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        土地利用計画は、申請地６６９㎡に砂利置場や二次製品置場及び車

両乗り入れ場として利用するとのことでしたが、先日の地区委員会で

の現地調査において、隣地との境界が不明瞭であるとの疑義が生じた

ため、継続審議が妥当であるとの協議結果となりました。 

        １５番は、使用貸借権を設定し、農家住宅へ転用する申請です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い

農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定にあたっては、農地

以外の土地も含め検討されましたが、ほかに適当な土地がなかったこ

と、また申請地は父名義の農地で実家に隣接する位置関係にあり、農

業経営の利便性のほか、子育てや老後の世話等を考慮し選定されたも

のです。 

        土地利用計画は、申請地４９９㎡に木造平家建て農家住宅１棟を建

築される計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、

給排水計画に問題はなく、周囲の状況、事業の内容から周辺農地への

影響もないものと思われます。 

        なお、開発許可は農家住宅のため不要となりますが、盛土、切土を

行わないことを申請者へ確認しております。 

        工事期間は令和８年１月１０日から令和８年１０月３０日完了予定

で、許可後はすみやかに着手されることを確認しております。 

        １６番は、建設業を営む法人が所有権を移転し、資材置場へ転用す

る申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団

の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定にあ

たっては、周辺で農地以外の土地などを検討されましたが、ほかに適

当な土地がなく、申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地６０４㎡に山砂や砂利置場として利用する

計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、排水計

画等に問題はなく、周囲の状況、事業内容から周辺農地への影響もな

いものと思われます。また、盛土規制法の宅地造成等工事規制区域で、

申請地には一部盛土がなされておりますが、担当課との協議の結果、

５００㎡未満のため許可不要と申請者に確認しております。 

        なお、申請地は既に資材置場として利用されており、申請人から今

後このようなことがないよう十分注意する旨の始末書が提出されてお

ります。 

        １７番と１８番は関連で、発電事業などを営む法人が系統用蓄電池

施設として利用するため、所有権を移転し、転用する申請です。農地

区分につきましては、農業公共投資の対象となっていない小集団の生

産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。 
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        土地利用計画は、申請地２筆、２，９２１㎡に蓄電ユニットや変電

設備などを設置するとのことでしたが、先日、地区委員会での現地調

査において、隣地との境界が不明瞭であるとの疑義が生じたため、継

続審議が妥当であるとの協議結果となりました。 

        以上１４番と１７番、１８番の３件を除く２件、先日の地区委員会

におきまして現地調査を行い検討した結果、立地基準の面、一般基準

の面ともに許可基準を満たしており、申請は妥当なものと協議いたし

ました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

 

議  長    ただいま１４番から１８番について地元委員よりご報告がございま

したが、１４番と１７番、１８番については継続審議、１５番と１６

番については許可相当とすることが妥当であるとの協議結果でござい

ます。この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、賛成の方は挙手をお願いします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございます。１４番と１７番と１８番については継続審

議、１５番と１６番については、許可することに決定いたします。 

        次は、１９番。 

 

１４番 谷口憲治委員 

        １４番委員、谷口です。 

        １９番から２３番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告

いたします。 

        １９番は、発電事業等を営む法人が地上権を設定し、太陽光発電設

備に転用する申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土地

の選定にあたっては、代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う

土地がなく申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地１，１３６㎡に太陽光パネル１２２枚を設

置するほか、点検用の通路などとして利用する計画で、転用面積は適
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正なものと判断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、転

用による周辺農地への影響もないものと思われます。 

        なお、申請地は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域ですが、設置

にあたり切土、盛土を行わないため、規制対象外であることを確認し

ております。工事期間は許可日から令和８年６月３０日までの予定で、

許可後、すみやかに着手されることを確認しております。 

        ２０番は、不動産の売買、賃貸業等を営む法人が所有権を移転し、

太陽光発電設備に転用する申請です。設備設置にあたり九州電力との

接続契約の手続を申請されておりますが、本日までその承諾があった

ことを確認できる書類の提出がなく、現時点で転用の確実性を確認で

きないことから、今回は継続審議といたしました。 

        ２１番は、所有権を移転し、農家住宅へ転用する申請です。農地区

分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地

で、第２種農地と判断されます。土地の選定にあたっては、周辺で代

替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなく、申請地を選

定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地８９６㎡に木造平家建て住宅１棟を建築さ

れるほか、農業用資材置場などとして利用する計画で、転用面積は適

正なものと判断いたします。資金計画、給排水計画などに問題はなく、

周辺農地の営農に支障を及ぼすおそれもないものと判断いたします。 

        なお、申請地は盛土規制法の宅地造成等工事規制区域ですが、造成

工事にあたり切土、盛土を行わないため、規制対象外であることを確

認しております。工事期間は令和８年１月５日から令和８年１２月３

１日までの予定で、許可後、すみやかに着手されることを確認してお

ります。 

        ２２番は、所有権を移転し、個人住宅へ転用する申請です。農地区

分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地

で、第２種農地と判断されます。土地の選定にあたっては、農地以外

の土地を含め代替地を検討されましたが、ほかに適当な土地がなく申

請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地４０３㎡に農地以外の土地を含めた総事業

面積４２７．５㎡に木造２階建て住宅１棟を建築される計画で、転用

面積は適正なものと判断いたします。資金計画、給排水計画に問題は

なく、周辺農地の営農へ支障を及ぼすおそれもないものと判断いたし

ました。集落内開発制度指定区域内で開発許可が必要となりますが、

開発行為事前審査回答済みです。工事期間は令和８年１月１５日から

令和８年４月３０日までの予定で、許可後、すみやかに着手されるこ
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とを確認しております。 

        ２３番は、宅地建物取引業等を営む法人が所有権を移転し、建築条

件付売買予定地へ転用する申請です。農地区分は、農業公共投資の対

象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断さ

れます。土地の選定にあたっては、農地以外の土地を含め代替地を検

討されましたが、ほかに適当な土地がなく申請地を選定されたもので

す。 

        土地利用計画は、申請地２筆、２，５０６㎡に農地以外の土地を含

めた総事業面積２，７２３.３６㎡に建築条件付売買予定地１０区画を

造成するほか、道路などとして利用する計画で、転用面積は適正なも

のと判断いたします。資金計画、給排水計画等に問題はなく、転用に

よる周辺農地への影響もないものと思われます。集落内開発制度指定

区域内で開発許可が必要となりますが、開発行為事前審査回答済みで

す。工事期間は許可日から令和１０年１２月３１日までの予定で、許

可後、すみやかに着手されることを確認しております。 

        以上５件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、２０番については継続審議とし、残る４件については、立地基

準の面、一般基準の面ともに許可基準を満たしており、申請は妥当な

ものと協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１９番から２３番までについて地元委員よりご報告がござ

いましたが、２０番は継続審議、そのほかの４件については許可相当

とすることが妥当であるとの協議結果でございます。この件について

何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございます。２０番は継続審議、１９番と２１番から３

番までについては、許可することに決定いたします。 

        続きまして、第４号議案及び第５号議案でございます。 

        この件につきましては、事務局より内容の説明をお願いいたします。 
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事務局     第４号議案及び第５号議案は関連ですので、併せて説明をします。 

        まず、第４号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく

農用地利用集積等促進計画案（農地中間管理機構との所有権移転及び

貸借）についてです。 

        一覧は、議案書１２ページの表をご覧ください。 

        まず、所有権移転です。 

        明細は、議案書１３ページの１番から１４ページの１１番までとな

っており、熊本県農業公社からの売渡しが１件、同じく熊本県農業公

社の買入れが１０件で、面積は１１件合わせて田４万１７３㎡、畑１，

８４５㎡の合計４万２，０１８㎡となっています。 

        次に、農地中間管理機構との貸借です。 

        明細は、議案書１４ページの１２番から２９ページの９５番までの

８４件となっており、契約期間別では、６年未満が３８件、１０年以

上が４６件、面積は８４件合わせて田２５万８，３９６㎡、畑９万１，

５６７㎡の合計３４万９，９６３㎡で、権利の種類は賃借権、使用貸

借権、利用内容は、水稲、畑作物、果樹を予定されております。 

        続いて、第５号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用集積等促進計画案（配分）についてです。 

        明細は、議案書３０ページ１番から３１ページの７番までの７件と

なっております。 

        なお、議案第４号及び第５号の各案件については、農地中間管理事

業の推進に関する法律第１９条に基づき、市町村は農業委員会の意見

を聞くものとなっておりますので、併せてご確認をお願いします。 

        以上、説明を終わります。 

 

議  長    ただいま事務局から内容の説明がございましたとおり、第４号議案

及び第５号議案につきましては、農地中間管理事業の推進に関する法

律第１９条に基づき、市町村は農業委員会の意見を聞くこととされて

おります。つきましては、内容をご確認いただき、ご意見などござい

ましたらお願いいたします。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    それでは、この議案について承認される方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

一  同    挙手多数。 
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議  長    承認者多数と認めますので、原案どおり承認することに決定いたし

ます。 

        続きまして、第６号議案、土地改良法第３条による資格証明願１件

でございます。地元委員より地区委員会での協議状況のご報告をお願

いします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

１１番 田中友博委員 

        １１番委員、田中です。 

        １番について、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        １番は、県営会富地区土地改良事業の廃止に伴い、事業参加資格者

の同意を得る必要があるため、同意の対象者が土地改良法第３条に規

定する資格を有するものであることの証明を求める願い出です。 

        願出書の提出を受け、事務局において資格者名簿と農地台帳の照合

が行われました。その結果、全員が事業区域内にある土地の耕作者等

であり、資格を有する者であることが確認できたとのことでしたので、

先日の地区委員会において証明書の交付については何ら問題ないとの

協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま説明がございましたけれども、この件について何かご意見

ございませんでしょうか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり証明することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、証明することに決定いたします。 

        続きまして、第７号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明

願３件でございます。地元委員のご報告に当たりましては、願出人の

耕作状況など、地区委員会での調査結果を踏まえ、協議状況のご報告

をお願いいたします。 

        それでは、１番、お願いします。 
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１番 西冨大二郎委員 

        １番委員、西冨です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        １番は、相続税の納税猶予継続のための証明願です。願出人は、対

象農地１筆を願出人自ら引き続き農業経営を行っていることを地元委

員が確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会において、証明書の交付については何

ら問題ないものと協議しました。ご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり許可することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、証明することに決定いたします。 

        次は、２番。 

 

２１番 上島惠二委員 

        ２１番委員、上島です。 

        ２番と３番について、地区委員会での協議状況についてご報告いた

します。 

        ２番と３番は、いずれも相続税の納税猶予継続のための引き続き農

業経営を行っている旨の証明願です。対象農地につきましては、地元

の農業委員及び推進委員による現地調査の結果、適正に耕作が行われ

ていることが地区委員会で報告されております。 

        以上２件、先日の地区委員会におきまして、地区委員の報告に基づ

き検討した結果、証明書の交付について何ら問題ないとの協議結果で

ございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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議  長    ただいま２番、３番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ご意見がないようですので、申請どおり証明することに賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        全員賛成でございますので、証明することに決定いたします。 

        続きまして、次第５の報告事項です。 

        事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     議案書のカラーページ、報告事項の一覧をご覧ください。 

        １番から８番までの合計８１件となっております。件数のみ報告い

たします。 

        以上です。 

 

議  長    次に、次第６のその他です。 

 

        地域計画策定のスケジュールについて、説明をお願いいたします。 

 

事務局     地域計画の策定のスケジュールについての報告でございます。 

        本年度分の地域計画策定のスケジュールについては、昨年と同様、

１月中に地元協議終了し、報告縦覧を経て本年度内に策定予定となっ

ています。 

        あわせて、既に開催済みの地区については、１０月２８日に南部地

区で地元協議が開催されておりますことをご報告いたします。 

        なお、今後の地元協議開催予定については、年内１２月１７日、画

図地区、１２月２２日、供合、広畑地区、１２月２６日、中島地区でそ

れぞれ開催予定となっております。 

        他地区の地元協議については、当初のスケジュールより若干遅くな

っており、現在のところ未定となっておりますけれども、今後年末か

ら年始にかけて地元協議開催が集中することが予定されます。つきま

しては、各地区担当者においては、地元協議参加依頼は情報が入り次
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第早めに調整を行うこととしておりますので、各委員の皆様には地元

協議への参加依頼がありましたら、ご協力のほど何とぞよろしくお願

いをいたします。 

        地域計画のスケジュールについては以上ですが、あと１点お願いが

ございます。 

        耕作放棄地域解消事業の２回目の要望調査が熊本県のほうから来て

おります。応募の要件等については、本年度１回目と同じでございま

すけれども、募集期間が１２月１５日までとなっております。県から

の調査依頼が１２月４日に、依頼が来た関係で、地区委員会での周知

に間に合いませんでした。そのため、本総会での周知となりましたの

で、ご了承いただきたいと思っております。 

        なお、募集に関する周知については、各区農業振興課室には先週１

２月５日に周知をし、併せて本市ホームページにも本日から１２月１

５日まで掲載をしております。お問合せ、手続については、農業委員

会事務局分室、あるいは各区農業振興課室へお願いをいたします。 

        繰り返しになりますけれども、募集期限が１２月１５日まで、月曜

日までとなっております。期間が短くて大変申し訳ありませんが、何

とぞよろしくお願いをいたします。 

        以上、報告とお願いでございます。 

 

議  長    ただいま事務局から説明がありましたが、この件について何かご意

見ございませんか。 

 

一  同    なし。 

 

議  長    ありがとうございます。 

        ほかにないようですので、以上をもちまして全ての案件が滞りなく

終了いたしました。 

        なお、本総会において議決されました案件について、その事項、字

句その他整理を要するものについては、会議規則第１８条の規定によ

り、その整理を議長に委任願いたいと思いますが、賛成の方は挙手を

お願いいたします。 

 

一  同    挙手全員。 

 

議  長    全員賛成でございますので、本総会において議決された案件の整理

については、これを議長に委任することに決定いたしました。 
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事務局     ありがとうございました。 

        それでは、これにて閉会いたします。 

 

  閉  会 午後４時０４分 

 

 

 

 

 

 

会議の顛末、以上のとおり相違ありません。 

 

令和７年１２月８日 

  

 

議  長     福𠩤 幸一 

 

 

署名委員     福嶋 德行 

 

 

 署名委員  上島 惠二 

 

 

 書  記  堀坂 太朗 

 


